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市からの連絡帳

■第５７回“社会を明るくする運動”
～７月は“社会を明るくする運動”
強調月間です～
　この運動は、法務省が主唱し「国
民が、犯罪の防止と罪を犯した人た
ちの更生について理解を深め、それ
ぞれの立場で協力し、犯罪や非行の
ない明るい社会を築こう」とする全国的
な運動です。「防ごう犯罪と非行  助け
よう立ち直り」を統一標語に、さまざまな
事業を実施しています。西東京市社
会を明るくする運動実施委員会で
は、次の行事を開催します。
興社明フォ－ラム
　時 ７月２０日晶  午後４時～６時
　場 コール田無 　
　内 第１部　パネルディスカッション
　第２部　フォ－クデュオ「雨道」　
　　　　　コンサ－ト
興社明のお祭り
　時 ７月２５日昌  午前１０時～午後２時
　場 田無小学校 　
◆生活福祉課 　保 （緯内線２３１１）

 子育て 

■１０月１日から小学生・中学生の医療
費の自己負担分の一部を助成
　小学生、中学生の医療費の健康保
険適用自己負担分の３分の１を助成
します（健康診断・食事療養標準負担
額・薬の容器代等は助成対象外）。児
童がいる保護者の方にお知らせを郵送
します。医療助成は申請が無いと受けら
れませんのでご注意を。対象児童には碓子 
医療証が交付されます。
　対 市内在住の健康保険に加入してい
る児童（平成４年４月２日～平成１３
年４月１日生まれ）の保護者で、下
表の所得制限未満の方　　　　　　

□期間　１０月１日（１０月１日以降の
申請の場合は申請日）～平成２０年９
月３０日（期間内に受給要件を失った
際はその前日まで。義務教育修了の
児童は３月３１日まで）
□必要書類　①印鑑  ②児童が加入
の健康保険が確認できるもの  ③申
請者の健康保険証の写し、または年

金加入証明書  ④平成１９年度所得証
明書（平成１８年１月２日以降転入し
た方）　⑤その他必要書類　※平成
１９年度児童手当の申請等をしている
方は③④は必要はありません。
◆子育て支援課 　田 （緯４６０－９８４０）

■７月は「青少年の非行防止に
取り組む全国強調月間」
　子どもたちを取り巻く環境が悪化
している中、国や東京都も様々な対
策をしています。市では、青少年問
題協議会より青少年の健全育成や非
行防止についての答申や提言をいた
だき、また青少年育成会等の地域ボ
ランティアの協力を得て、青少年の
支援に取り組んでいます。皆さんの
ご協力をお願いします。
◆児童青少年課 　田 （緯４６０－９８４３）

■ファミリー・サポート・センター
ファミリー会員登録説明会
　当センターでは、地域の中で子ど
もを預けたい方（ファミリー会員）、
子どもを預かる方（サポート会員）
からなる会員同士の相互援助活動を
行っています。ファミリー会員の登
録希望の方は出席してください（子
ども同伴可）。
　時 ・　場 　①７月８日掌  午前１０時～正
午・保谷庁舎　②７月１８日昌午前１０
時～正午・イングビル３階
□必要なもの　①保護者の顔写真
（縦３㎝×横２．５㎝）１枚  ②印鑑　
③８０円切手１枚（会員証郵送用）
　申 ・　締 ①７月６日晶午後５時まで　
②７月１７日昇午後５時までに、いず
れも当センターへ電話で。
◆ファミリー・サポート・センター
事務局（緯４３８－４１２１）

■ワイワイプラザから
［こどもファシリテーター・アドボ
ケーター養成講座］
　ファシリテーター（子どもの活動の専
門技術と知識をもつ指導者）とアドボ
ケーター（子どもの権利・救済をする専
門家）の養成講座がスタ－ト。
　時 ７月８日掌・１５日掌・２２日掌・８
月５日掌  ほか　午前（ファシリテータ
ー）、午後（アドボケーター）
　定 各講座１５人（先着順）
　申 ・　問 事前申し込み要。ＮＰＯこど
も福祉研究所
　HP http://www.kodomofukushi.com
興７～８月の予定
［子育てサロン（Mama’s　Cafｅ）］
　時 毎週月・水・金曜日  午前１０時３０
～午後３時
［子ども活動］
　時 毎週日曜日 午前１０時３０分～午後３時
［特別活動］
　時 ７月２９日掌　午前１０時３０分～午後
１時３０分
［パパとクッキング～昼ごはんを作
ろう～］
　時 ７月４日昌・１８日昌、８月１日昌
午前１０時３０分～正午　
［保育付きおしゃべり広場］
※材料費参加者負担
※開催日・時間等変更のある場合も
あります。お問い合わせを。
　場 西東京市ワイワイプラザ
（緯４６４－１４４４　胃４６４－１４４６
※日・月・水・金曜日  午前１０時３０

分～午後３時）
◆子育て支援課 　田 （緯４６０－９８４０）

　　  　　すまい 

■わが家の耐震診断をしよう
　市では、地震災害に備えるため建
物の設計図を基に簡易耐震診断を行
い、適切な指導・助言をするための
相談を行っています。電話で申し込
み、指定日時にお越しください。
　時 ・　場 ８月１８日松、１０月２０日松・保
谷庁舎、９月８日松、１１月１０日松・田
無庁舎　いずれも午前９時３０分～午後
０時３０分
※相談は１人約４０分
　定 各回８人
□対象住宅　次のすべてに該当する住宅
①市内にある一戸建住宅、２世帯住
宅、店舗兼用住宅で、階数が地上２
階建以下の木造軸組在来工法による
住宅　②自ら所有し、かつ居住している
住宅　③新耐震設計基準（昭和５６年
６月１日施行）以前に建築した住宅
□相談員
　西東京市・住みよい町をつくる会
に所属する東京都防災ボランティア
に登録している相談員
　申 ７月２日捷から電話で都市計画課
へ（申込順）
◆都市計画課 　保 （緯４３８－４０５１）

■下水道について
～下水道を大切に使いましょう～
　毎日の生活から出るトイレ、台
所、ふろ、洗濯等の汚水を公共下水
道に流すことにより、衛生的で快適
な生活を送ることができます。
　市内から流れ出る汚水は、東伏見
の青梅街道を起点とし所沢街道を経
て、清瀬市下宿の清瀬水再生センタ
ー（汚水処理場）へと流れています。
処理された水は、柳瀬川、墨田川を
経て東京湾に流れ込んでいます。
　市の下水道管は埋設後３０年を経過
し老朽化しつつあり、これらの施設
を大切にし長持ちさせることによ
り、経費の削減にもなりますので、
次の点に注意してください。
①油類は流さない
　天ぷら油等を流すと、冷めて固ま
り、下水道管を詰まらせる原因とな
ります。ガソリン、シンナー、石油
等の危険物を流すと、気化し爆発等
の事故となりますので、絶対に流さ
ないでください。
②水に溶けない物は流さない
　ご飯粒や野菜くず、紙おむつ、ビ
ニール製品等は下水管を詰まらせる
原因となります。
③マンホールのふたは開けない
　降雨時に、マンホールのふたを開
けることは交通事故等の原因にな
り、汚水処理の負荷が大きくなりま
すので絶対にしないでください。
～水洗化のお願い～
　市内のほぼ全域で公共下水道（汚

水）の利用ができるようになってい
ますが、現在も公共下水道への切り
替えをされていない方がいます。清
潔で快適な生活環境をつくりだすた
めに、浄化槽やくみ取りトイレを使
用している方は、早い時期の切り替
えをお願いします。
　まだ水洗化をしていない方は，で
きるだけ早く市の指定下水道工事店
を通じて切替工事をしていただくよ
うにお願いします。
◆下水道課 　保 （緯４３８－４０５８）

 教育・学校 

■障害のあるお子さんの就学相談
　お子さんの就学相談、通級指導学級
への入級相談、学校生活や就学の不
安や悩みについて、専門の相談員が応
じます。個人の秘密は守ります。相
談はいつでも行っています。１１月中旬まで
に電話予約をしてください。
　対 平成２０年４月に市立小・中学校通
常学級、特別支援学級（固定制）、都
立特別支援学校（盲・ろう・養護）
へ入学または転学を希望している児
童・生徒の保護者
　時 下表１・２のとおり

◆教育相談センタ－  
　保 （緯４３８－４０７６）

■夏季休業中の工事のお知らせ
　学校の夏季休業中に、次の工事を
行う予定です。工事における安全対
策はもとより近隣の皆さんにご迷惑
のかからないように努めます。ご理
解・ご協力をお願いします。
□工事内容　向台小・谷戸小体育館
大規模改造工事、田無第三中体育館
耐震補強工事、谷戸第二小雨水浸
透・貯留施設設置工事、明保中外柵・
植栽等改修工事
◆学校運営課 　保 （緯４３８－４０７２）　

 寄　　贈 
　市政へのご協力をいただきまし
た。誠にありがとうございました。
◎鋤東京建設業協会第９支部様
　（屋上緑化セット）
◆管財課 　田 （緯４６０－９８１２）

表２　通級指導学級入級委員会日程
相談申込期限開催日時回
８月２０日捷９月１０日捷第３回
９月２１日晶１０月１５日捷第４回
１０月２２日捷１１月１２日捷第５回
１１月１９日捷１２月１０日捷第６回

開催時間：午前９時３０分～
平成１９年度所得制限額
（平成１８年中の所得額及び扶養人数）
申請者の加入年金の種類
国民年金加入者及び未加入者

４，６００，０００円扶養人数０人
４，９８０，０００円扶養人数１人
５，３６０，０００円扶養人数２人
５，７４０，０００円扶養人数３人
６，１２０，０００円扶養人数４人

１人について、３８万円を
加算した額５人以上

国民年金加入者以外の年金加入者
５，３２０，０００円扶養人数０人
５，７００，０００円扶養人数１人
６，０８０，０００円扶養人数２人
６，４６０，０００円扶養人数３人
６，８４０，０００円扶養人数４人

１人について、３８万円を
加算した額５人以上

（適用期間：１０月１日～平成２０年９月３０日）

■所得とは、給与所得者は給与所得控除後の金
額、確定申告者の方は収入額から必要経費を引
いた金額です。
■所得から次のものを控除して、所得制限額を
確認してください。
（１）社会保険料相当額一律８万円 （２）特別
障害者４０万円 （３）障害・勤労学生・寡婦（夫）
２７万円 （４）老人扶養親族・老人配偶者６万円
（５）寡婦特別控除８万円 （６）雑損控除額・
医療費控除額・小規模企業共済等掛金の相当額

表１ 就学指導委員会日程　開催時間：午後１時２０分～

対象予定者相談申込期限開催日時回
中学校就学者と転学者７月５日昭７月２６日昭１
小学校・中学校就学者と転学者８月２日昭８月２３日昭２

小学校就学者と転
学者

９月６日昭９月２７日昭３
１０月４日昭１０月２５日昭４
１１月１日昭１１月２２日昭５
１１月２９日昭１２月２０日昭６
１２月２７日昭１月１７日昭７


